
こども・若者・子育て当事者等からの意見への対応について
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こどもも親も気軽に相談できる場所がもっとあるといい。質も大切。

い人もいるから、その人たちにも情報が届くようにできたらと思う。

人あたりの保育士数を全年齢クラス

• 本分科会の議論の整理でとりまとめた事項（出産・子育て応援交付金、こども誰でも通園制度等）については、こども大綱等の策
定過程において、こども・若者・子育て当事者の意見聴取を行っているところ。これらの意見については、以下の通り反映。

• 今後、これらの意見を踏まえ、制度施行等にむけて取り組みを進めていく。

みなさんの意見

妊娠・出産への支援

• 出産した人に全員、毎月一定額を子育て支援金として給付することは
出来ないか。例えば、オムツ、ミルク、離乳食、子どもの服、絵本な
ど、育児用品を購入するために使える商品券を子ども一人に付き３～
10万円分支給するなど。（一般）

• 出産に必要なものや生まれた後に必要なものを提供する必要がある。
（こども・若者）

相談支援

• こどもも親も気軽に相談できる場所がもっとあるといい。相談すべき
ことをきちんと問題として捉えない限り、悩みを自覚して相談に行く
のは難しい。自己肯定感が低く自信がない人や相談場所にたどり着く
気力がない人もいる。どんなことも相談できる環境づくりが必要。
（こども・若者）

• また、その人たちにも情報が届くようにできたらと思う。（こども・
若者）

• 相談の質も大切。経験のある相談員さんがいてほしい。（こども・若者）

こども誰でも通園制度

• 一時的な通園制度でなく、定期的に通える制度にしてほしい。（一般）

• 「こども誰でも通園制度」を進めたいのであれば、保育士配置基準を
早急に改善していかなければならない。（一般・子育て当事者）

• 保育士の待遇改善をし、子ども1人あたりの保育士数を全年齢で増や
してほしい。現時点での「こども誰でも通園制度」の導入には反対。
（一般）

• 既存の認可保育園だけでなく、認可外保育施設についても拡げてほし
い。（子育て当事者）

意見反映の方法

育児に必要
な物品を買
うための支
援が必要

• 10万円相当の経済的支援を行うことを法律案に盛り込んでいます。
• その際、現金だけでなく、希望者が支給された給付金を妊娠・出産育児関
連用品の購入等のためのクーポン等で受け取れるようにすることを可能と
することにします。

気軽に相談で
きる場所が必
要

相談員さんが
大切

定期的に通え
る制度にして
ほしい

• 自治体の判断で定期的な利用も可能としていきます。

配置基準改善
が必要

• 保育士の業務負担の軽減のため、75年ぶりとなる保育所等における職員配
置基準の改善を行います。また、保育士の補助を行う保育補助者の配置、
保育の周辺支援を行います。

• 処遇改善については、累次にわたる引き上げを行っているほか、令和５年
人事院勧告を反映し、５％を上回る公定価格の人件費の改定を行ったとこ
ろです。引き続き、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善の対応を
行っていきます。

• 一定の基準を満たす場合、自治体の判断で、さまざまな場所で実施するこ
とを可能としていきます。

認可外も対象
にしてほしい
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• 妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、「妊婦等包括支援事業」の創設
を法律案に盛り込んでおり、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して子育
て家庭に寄り添い、出産・育児の見通しを立てるための面談や、育児期の
継続的な情報発信・相談支援を行っていきます。

• 経済的支援と合わせて、妊娠届出時や出生後の面談の機会などに相談支援
を行うことで、効果的に支援を届けられるようにします。

• 保健師・助産師などの専門職をはじめ、妊産婦・子育て世帯に適切な助言
等を行える方が相談支援を担うよう検討していきます。
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こども・若者・子育て当事者等からの意見への対応について

みなさんの意見

保育人材の確保・処遇改善

• 何年も前から保育士不足は喫緊の課題だが、未だに改善されず、募
集をしても人が来ない。保育士の仕事が多忙であることが要因の一
つ。（一般）

意見反映の方法

保育士確保策を
進める必要

• 人材確保については、新規の資格取得、業務負担軽減等を通じた就業
継続、離職者の再就職の支援に総合的に取り組んでいます。

• 業務負担軽減として、保育士の補助を行う保育補助者の配置、保育の
周辺業務を行う保育支援者の配置、保育所のICT化の推進などに対する
支援を行っています。保育現場でのＤＸの推進も進めていきます。

不適切保育

• 保育士の体調不良や心に余裕がなければ、こどもに優しく接せられ
ない。虐待とかそういったものにつながるため、保育士の配置基準
改善をお願いしたい。親が安心して預けられるような体制づくりを
お願いしたい。（子育て当事者）

• 不適切な保育や悲しい事故等、保育のニュースが頻繁に報道されて
いる。保育士は、責任感などのストレスが増す一方で、子どもへの
丁寧な関わりがしたくてもできずに保育の楽しさを奪われ、人手不
足などが加速化しています。そしてこれらが、不適切な保育や置き
去り事案の増加につながり、保育事故も増大し続けている状態です。
（一般）

安心して預ける
ことができる体
制が必要

• 保育士達が安心して働き続けることができるよう、早急に賃金など
の処遇改善をすること。（一般）

• 万年、人手不足であるのは、処遇によるものも影響している。（一
般）

• 保育士給与は、平成25年度以降の累次の取組により、全産業の平均賃金
との差は縮まってきています。

• 令和５年人事院勧告を反映し、５％を上回る公定価格の人件費の改定を
行ったところです。引き続き、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改
善の対応を行っていきます。

ポイント

処遇改善を進め
る必要

児童手当

• 所得制限を撤廃してください。（一般）

• ３歳になると１万円に減額されてしまいます。ぜひ３歳以降も１万
5000円出していただけたら助かります。（子育て当事者）

所得制限は不要

３歳以降も1.5
万円

• 保育士等が日々の業務の中で余裕がなくなり、意図せずして不適切な行
為に及んでしまうことを防ぐため、75年ぶりとなる保育所等における職
員配置基準の改善を行うほか、保育士等の業務負担軽減を目的として保
育所等におけるＩＣＴ化を推進します。これにより、保育士等が保育に
専念でき、保護者が安心してこどもを預けられる体制づくりをすすめて
いきます。

• 支給額については、こども３人以上の世帯数の割合が特に減少している
ことや、こども３人以上の世帯はより経済的支援の必要性が高いと考え
られること等を踏まえて、こども３人以上の世帯を重点的に支援するこ
ととし、第３子以降にかかる支給額を月額３万円に増額することとして
います。

• 次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置
付けを明確化するため、所得制限を撤廃します。
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